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(57)【要約】
　【課題】　本発明はアクティブマトリックス液晶表示
装置を提供する。
　【解決手段】　本発明に係るアクティブマトリックス
液晶表示装置は、マトリックス状に配列された複数の画
素素子を含む。各画素素子は、液晶素子及びダイナミッ
クメモリを含む。ダイナミックメモリは、連続して第１
リフレッシュ動作、第２リフレッシュ動作、第３リフレ
ッシュ動作、第４リフレッシュ動作、第５リフレッシュ
動作、及び第６リフレッシュ動作を実行してダイナミッ
クメモリのデジタル出力状態を反転させる。ここで、第
１リフレッシュ動作と第２リフレッシュ動作との時間間
隔は、第３リフレッシュ動作と第４リフレッシュ動作と
の時間間隔とは異なり、且つ、第３リフレッシュ動作と
第４リフレッシュ動作との時間間隔は、第５リフレッシ
ュ動作と第６リフレッシュ動作との時間間隔とは異なる
。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
アクティブマトリックス液晶表示装置であって、
　マトリックス状に配列された複数の画素素子を含み、前記各画素素子は、
　液晶素子と、
　ソースラインと、
　ゲートラインと、
　前記ソースラインと前記ゲートラインの交差するポイントに配置されることで、周期的
にダイナミックメモリのデジタル出力状態を反転させるための複数のリフレッシュ動作を
行うダイナミックメモリと、を含み、
　前記複数のリフレッシュ動作は、前記液晶素子の極性を反転させるために、少なくとも
、連続する第１リフレッシュ動作、第２リフレッシュ動作、第３リフレッシュ動作、第４
リフレッシュ動作、第５リフレッシュ動作、及び第６リフレッシュ動作を含み、
　前記第１リフレッシュ動作と前記第２リフレッシュ動作との時間間隔は、前記第３リフ
レッシュ動作と前記第４リフレッシュ動作との時間間隔とは異なり、且つ、前記第３リフ
レッシュ動作と前記第４リフレッシュ動作との時間間隔は、前記第５リフレッシュ動作と
前記第６リフレッシュ動作との時間間隔とは異なることを特徴とするアクティブマトリッ
クス液晶表示装置。
【請求項２】
前記ダイナミックメモリは、奇数回で且つ一回以上のリフレッシュ動作を行うことで前記
液晶素子の極性を反転させることを特徴とする請求項１に記載のアクティブマトリックス
液晶表示装置。
【請求項３】
前記第１リフレッシュ動作と前記第３リフレッシュ動作との時間間隔は、前記第３リフレ
ッシュ動作と前記第５リフレッシュ動作との時間間隔とは異なることを特徴とする請求項
１に記載のアクティブマトリックス液晶表示装置。
【請求項４】
前記第１リフレッシュ動作と前記第３リフレッシュ動作との時間間隔は、前記第３リフレ
ッシュ動作と前記第５リフレッシュ動作との時間間隔と同じであることを特徴とする請求
項１に記載のアクティブマトリックス液晶表示装置。
【請求項５】
前記第１リフレッシュ動作と前記第２リフレッシュ動作との間の前記時間間隔と、前記第
１リフレッシュ動作と前記第３リフレッシュ動作との時間間隔との割合は、前記第３リフ
レッシュ動作と前記第４リフレッシュ動作との間の前記時間間隔と、前記第３リフレッシ
ュ動作と前記第５リフレッシュ動作との時間間隔との割合とは異なることを特徴とする請
求項１に記載のアクティブマトリックス液晶表示装置。
【請求項６】
前記第１リフレッシュ動作と前記第２リフレッシュ動作との間の前記時間間隔と、前記第
１リフレッシュ動作と前記第３リフレッシュ動作との時間間隔との割合は、前記第３リフ
レッシュ動作と前記第４リフレッシュ動作との間の前記時間間隔と、前記第３リフレッシ
ュ動作と前記第５リフレッシュ動作との時間間隔との割合と同じであることを特徴とする
請求項１に記載のアクティブマトリックス液晶表示装置。
【請求項７】
前記第１リフレッシュ動作、前記第２リフレッシュ動作、前記第３リフレッシュ動作、前
記第４リフレッシュ動作、前記第５リフレッシュ動作、及び前記第６リフレッシュ動作の
時間間隔は、パルス幅変調（ＰＷＭ）の方法で変調を行うことを特徴とする請求項１に記
載のアクティブマトリックス液晶表示装置。
【請求項８】
前記第１リフレッシュ動作、前記第２リフレッシュ動作、前記第３リフレッシュ動作、前
記第４リフレッシュ動作、前記第５リフレッシュ動作、及び前記第６リフレッシュ動作の
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時間間隔は、パルス周波数変調（ＰＦＭ）の方法で変調を行うことを特徴とする請求項１
に記載のアクティブマトリックス液晶表示装置。
【請求項９】
前記第１リフレッシュ動作、前記第２リフレッシュ動作、前記第３リフレッシュ動作、前
記第４リフレッシュ動作、前記第５リフレッシュ動作、及び前記第６リフレッシュ動作の
時間間隔は、パルス幅変調とパルス周波数変調を組み合わせた方法によって変調を行うこ
とを特徴とする請求項１に記載のアクティブマトリックス液晶表示装置。
【請求項１０】
前記第１リフレッシュ動作と前記第２リフレッシュ動作との前記時間間隔、前記第３リフ
レッシュ動作と前記第４リフレッシュ動作との前記時間間隔、及び前記第５リフレッシュ
動作と前記第６リフレッシュ動作との前記時間間隔は、順次増加又は減少することを特徴
とする請求項１に記載のアクティブマトリックス液晶表示装置。
【請求項１１】
請求項１に記載のアクティブマトリックス液晶表示装置のダイナミックメモリを駆動する
ための方法であって、
　ドライバ回路を用いてドライバ信号を前記ダイナミックメモリに伝達するステップと、
　前記ダイナミックメモリが、前記ドライバ信号に応じて、前記ダイナミックメモリのデ
ジタル出力状態を反転させるための複数のリフレッシュ動作を実行するステップと、を含
み、
　前記液晶素子の透過率・反射率は、前記ダイナミックメモリのデジタル出力によって制
御され、
　前記複数のリフレッシュ動作は、前記液晶素子の極性を反転させるために、少なくとも
、連続する第１リフレッシュ動作、第２リフレッシュ動作、第３リフレッシュ動作、第４
リフレッシュ動作、第５リフレッシュ動作、及び第６リフレッシュ動作を含み、
　そのうち、前記第１リフレッシュ動作と前記第２リフレッシュ動作との時間間隔、前記
第３リフレッシュ動作と前記第４リフレッシュ動作との時間間隔、及び前記第５リフレッ
シュ動作と前記第６リフレッシュ動作との時間間隔は、順次増加又は減少することを特徴
とする方法。
【請求項１２】
前記ダイナミックメモリは、奇数回で且つ一回以上のリフレッシュ動作を行うことで前記
液晶素子の極性を反転させることを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
前記第１リフレッシュ動作と前記第３リフレッシュ動作との時間間隔は、前記第３リフレ
ッシュ動作と前記第５リフレッシュ動作との時間間隔とは異なることを特徴とする請求項
１１に記載の方法。
【請求項１４】
前記第１リフレッシュ動作と前記第３リフレッシュ動作との時間間隔は、前記第３リフレ
ッシュ動作と前記第５リフレッシュ動作との時間間隔と同じであることを特徴とする請求
項１１に記載の方法。
【請求項１５】
前記第１リフレッシュ動作と前記第２リフレッシュ動作との間の前記時間間隔と、前記第
１リフレッシュ動作と前記第３リフレッシュ動作との時間間隔との割合は、前記第３リフ
レッシュ動作と前記第４リフレッシュ動作との間の前記時間間隔と、前記第３リフレッシ
ュ動作と前記第５リフレッシュ動作との時間間隔との割合とは異なることを特徴とする請
求項１１に記載の方法。
【請求項１６】
前記第１リフレッシュ動作と前記第２リフレッシュ動作との間の前記時間間隔と、前記第
１リフレッシュ動作と前記第３リフレッシュ動作との時間間隔との割合は、前記第３リフ
レッシュ動作と前記第４リフレッシュ動作との間の前記時間間隔と、前記第３リフレッシ
ュ動作と前記第５リフレッシュ動作との時間間隔との割合と同じであることを特徴とする
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請求項１１に記載の方法。
【請求項１７】
前記第１リフレッシュ動作、前記第２リフレッシュ動作、前記第３リフレッシュ動作、前
記第４リフレッシュ動作、前記第５リフレッシュ動作、及び前記第６リフレッシュ動作の
時間間隔は、パルス幅変調（ＰＷＭ）の方法で変調を行うことを特徴とする請求項１１に
記載の方法。
【請求項１８】
前記第１リフレッシュ動作、前記第２リフレッシュ動作、前記第３リフレッシュ動作、前
記第４リフレッシュ動作、前記第５リフレッシュ動作、及び前記第６リフレッシュ動作の
時間間隔は、パルス周波数変調（ＰＦＭ）の方法で変調を行うことを特徴とする請求項１
１に記載の方法。
【請求項１９】
前記第１リフレッシュ動作、前記第２リフレッシュ動作、前記第３リフレッシュ動作、前
記第４リフレッシュ動作、前記第５リフレッシュ動作、及び前記第６リフレッシュ動作の
時間間隔は、パルス幅変調とパルス周波数変調を組み合わせた方法によって変調を行うこ
とを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項２０】
電子装置であって、
　請求項１ないし請求項１０のいずれかに記載のアクティブマトリックス液晶表示装置と
、
　前記ダイナミックメモリを駆動するためのドライバ回路と、
　前記アクティブマトリックス液晶表示装置に接続され前記アクティブマトリックス液晶
表示装置に電源を供給するための電源と、
　を含むことを特徴とする電子装置。
 
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　本願は、２００９年１０月１４日に出願された、発明の名称が「液晶表示装置及び関連
駆動方法（ＬＩＱＵＩＤＣＲＹＳＴＡＬ ＤＩＳＰＬＡＹ ＤＥＶＩＣＥ ＡＮＤ ＲＥＬＡ
ＴＥＤＤＲＩＶＩＮＧ ＭＥＴＨＯＤＳ）」である米国特許仮出願第６１／２５１，４１
５号の優先権を主張し、その開示内容は参照として本明細書に組み込まれるものとする。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、液晶表示装置（ＬＣＤ）及び関連する駆動方法に関し、特に画素内メモリ（
ｍｅｍｏｒｙｉｎ ｐｉｘｅｌ、ＭＩＰ）を有する液晶表示装置及びその関連する駆動方
法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　画素内メモリ（ＭＩＰ）技術がすでに提案されているが、当該技術は、アクティブマト
リックス表示装置が静止画表示モードにある時に画素へ書き込むデータを提供するために
、各画素内にメモリを設けるものである。そのため、ドライバによるデータ書き込み手順
に取って代わり、且つ消費電力を低減することができる。関連技術として米国特許番号６
，８９７，８４３と米国特許公開番号２００２／０８４，４６３を参考にすることができ
、その開示内容はいずれも本明細書に参考として組み込まれる。
【０００４】
　一般的に、ＭＩＰ技術においては、ダイナミックランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）
又はスタティックランダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ）を用いることで各画素のメモリに
保存されるデータを保持している。ＳＲＡＭは、トランジスタを複数組み合わせた順序回
路（フリップフロップ回路）によって構成されている。一方、ＤＲＡＭは、１つのトラン
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ジスタと１つのキャパシタによって構成されている。そのため、ＤＲＡＭは、回路面積の
最小化や画素間隔の短縮といった面で優れた効果を発揮する。しかしながら、ＤＲＡＭの
キャパシタに保存される少量の電荷を保持するために、定期的にリフレッシュ動作を行う
必要がある。米国特許公開番号２００７／０４０，７８５において、ＤＲＡＭを内部に用
いた画素回路の一例が開示され、その内容は参考として本明細書に組み込まれる。
【０００５】
　その他のＭＩＰ技術の紹介としては、例えば米国特許公開番号２０１０／１７７，０８
３、米国特許公開番号２０１０／１１０，０６７を参照することができ、それらの開示内
容は参考として本明細書に組み込まれる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許番号６，８９７，８４３
【特許文献２】米国特許公開番号２００２／０８４，４６３
【特許文献３】米国特許公開番号２００７／０４０，７８５
【特許文献４】米国特許公開番号２０１０／１７７，０８３
【特許文献５】米国特許公開番号２０１０／１１０，０６７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、液晶の極性反転において透過率・反射率が段階的に移行する液晶表示装置を
提供することを課題とする。
【０００８】
　本発明はまた、ＤＲＡＭ画素内メモリ（ＤＲＡＭ ＭＩＰ）の新規なリフレッシュ方法
を有する液晶表示を提供することを課題とする。
【０００９】
　本発明はまた、消費電力の節約とフリッカ視認性の低減を同時に行うことができる液晶
表示装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　一つの実施例において、アクティブマトリックス液晶表示装置は、マトリックス状に配
列された複数の画素素子を含む。各画素素子は、液晶素子、ソースライン、ゲートライン
、及びダイナミックメモリを含む。ダイナミックメモリは、連続して第１リフレッシュ動
作、第２リフレッシュ動作、第３リフレッシュ動作、第４リフレッシュ動作、第５リフレ
ッシュ動作、及び第６リフレッシュ動作を実行してダイナミックメモリのデジタル出力状
態を反転させるために、ソースラインとゲートラインの交差するポイントに配置される。
第１リフレッシュ動作と第２リフレッシュ動作との時間間隔は、第３リフレッシュ動作と
第４リフレッシュ動作との時間間隔とは異なり、且つ、第３リフレッシュ動作と第４リフ
レッシュ動作との時間間隔は、第５リフレッシュ動作と第６リフレッシュ動作との時間間
隔とは異なる。また、本発明の他の実施例において、前記液晶表示装置と、ダイナミック
メモリを駆動するためのドライバ回路と、液晶表示装置に接続され液晶表示装置に電源を
供給するための電源と、を含む電子装置も開示される。
【００１１】
　他の実施例において、液晶表示装置の画素におけるダイナミックメモリを駆動するため
の方法が開示される。当該方法は、ドライバ回路を用いてドライバ信号をダイナミックメ
モリに伝達するステップと、ダイナミックメモリが、ドライバ信号に応じて、ダイナミッ
クメモリのデジタル出力状態を反転させるための複数のリフレッシュ動作を実行するステ
ップと、を含む。液晶素子の透過率・反射率は、ダイナミックメモリのデジタル出力によ
って制御される。また、複数のリフレッシュ動作は、連続する第１リフレッシュ動作、第
２リフレッシュ動作、第３リフレッシュ動作、第４リフレッシュ動作、第５リフレッシュ
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動作、及び第６リフレッシュ動作を含み、そのうち、第１リフレッシュ動作と第２リフレ
ッシュ動作との時間間隔、第３リフレッシュ動作と第４リフレッシュ動作との時間間隔、
及び第５リフレッシュ動作と第６リフレッシュ動作との時間間隔は、順次増加又は減少す
る。
【００１２】
　本発明の上記特徴及びその他の特徴について、以下の本発明の実施例においてより詳細
な説明が開示される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１Ａ】従来技術におけるＬＣＤのＤＲＡＭ画素内メモリ（ＤＲＡＭＭＩＰ）を示す図
である。
【図１Ｂ】従来技術のＤＲＡＭ ＭＩＰにおける画素電圧変動とＤＲＡＭリフレッシュ動
作を示す図である。
【図１Ｃ】他の従来技術のＤＲＡＭ ＭＩＰにおける画素電圧変動とＤＲＡＭリフレッシ
ュ動作を示す図である。
【図２】本発明の実施例に基づくアクティブマトリックス液晶表示装置（ＬＣＤ）の画素
構造を示すブロック図である。
【図３】本発明の実施例に基づく極性反転のための複数のリフレッシュ動作を示す図であ
る。
【図４Ａ】本発明の実施例に基づくＰＷＭを用いたＤＲＡＭリフレッシュ方法を示す図で
ある。
【図４Ｂ】本発明の実施例に基づくＰＦＭを用いたＤＲＡＭリフレッシュ方法を示す図で
ある。
【図４Ｃ】本発明の実施例に基づくＰＷＭとＰＦＭを組み合わせたＤＲＡＭリフレッシュ
方法を示す図である。
【図５】本発明の実施例に基づく電子装置を模式的に示す図である。
【図６】本発明の実施例に基づく電子装置を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明について例を挙げながら説明するが、本発明は、添付する各図面に制限さ
れず、各図面においては類似の符号によって類似の素子が示される。
【００１５】
　図１Ａは、従来技術における液晶表示装置のダイナミックランダムアクセスメモリの画
素内メモリ（ＤＲＡＭＭＩＰ）を示す図である。制御トランジスタＴＲは、ゲートライン
ＧＬによって制御され、ソースラインＳＬからのデータを液晶セルＬＱの一端に供給し、
液晶セルＬＱの他端は共通電極Ｃｏｍに接続される。ダイナミックランダムアクセスメモ
リ１は、制御トランジスタＴＲと液晶セルＬＱとの間に位置する接続ポイントに接続され
る。ダイナミックランダムアクセスメモリ１は、液晶セルＬＱに供給されたデータを保存
するように構成される。これにより、画像に変化がない場合には、保存されたデータを用
いて液晶セルの透過率・反射率を同一状態に保持することができる。
【００１６】
　ＤＲＡＭ ＭＩＰは、保存された記憶内容を保持するために、周期的にリフレッシュ動
作を行う必要があり、出力信号の極性は、リフレッシュ周期ごとに反転される。この出力
電圧は、画素電極に印加される。従来技術においては、画素電圧変動の時間間隔とＤＲＡ
Ｍリフレッシュ動作の周期は同じである。また、画素は共通電極を備え、且つその電圧反
転の周波数は、画素リフレッシュ動作の周波数と同じである。図１Ｂに示すように、画素
電圧の極性は、ＤＲＡＭＭＩＰがリフレッシュする度に反転される。
【００１７】
　図１Ｃは、ＤＲＡＭ ＭＩＰの駆動に関わる他の従来技術の方法を示す。ここで、ＤＲ
ＡＭは、周期的に、一回、又は短い間隔で二回のリフレッシュ動作を行い、且つ短い間隔
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での二回のリフレッシュ動作のリフレッシュ周波数は、液晶セルに印加される電圧の極性
を反転させるための一回のリフレッシュ周波数よりも高い。図に示すように、ＤＲＡＭの
リフレッシュ周波数は、メモリ内容の保持に対応し、画素が必要とするリフレッシュ動作
（即ち極性反転）は、残像現象（ｉｍａｇｅｓｔｉｃｋｉｎｇ ｅｆｆｅｃｔ）を回避す
るために行われる。そのため、ＤＲＡＭのリフレッシュ動作に比べて、画素が必要とする
リフレッシュ動作はそれほど頻繁に行う必要がない。言い換えるならば、画素とＤＲＡＭ
の両者のリフレッシュ周波数は同じでなくともよい。
【００１８】
　図２は、本発明の実施の形態のアクティブマトリックス液晶表示装置の画素構造を示す
ブロック図である。アクティブマトリックス液晶表示装置１０は、マトリックス状に配列
された複数の画素素子を含み、これらの画素素子は、複数の液晶セルＬＱと少なくとも一
つのダイナミックランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）１を含む。ＤＲＡＭ１は、複数の
ソースラインＳＬと複数のゲートラインＧＬの交差するポイントに配置され、且つドライ
バ回路２（図５に示す）からのドライバ信号ＤＳに応じて周期的にリフレッシュ動作を行
うことでＤＲＡＭ１の出力状態を反転させる。ここで、各液晶セルＬＱの透過率・反射率
は、ＤＲＡＭ１のデジタル出力によって制御される。
【００１９】
　再度図１Ｃを参照して、従来の駆動方法では、残像現象を回避するために、一回のリフ
レッシュ動作によって液晶セルに印加される電圧の極性を反転させるが、この一回のリフ
レッシュ動作の前又は後における急速な二回のリフレッシュ動作は、電圧極性に対して影
響を及ぼさない。しかし、実際には、相反する極性によって微小だが知覚可能な液晶の透
過率・反射率の変化がもたらされるため、この方法では、光線の強度が突然変化して人間
の目で容易に知覚されるという問題がある。これに対して、図２に示すＤＲＡＭ１では、
極性反転において短期間で二つまたはそれ以上のリフレッシュ動作を行うことによって、
透過率・反射率が段階的に移行する効果を達成している。
【００２０】
　図３を例にして説明すると、極性反転において電圧をハイレベルからローレベルに反転
させる必要がある場合、ＤＲＡＭ１は、一回のリフレッシュ動作によって唐突な反転を行
うのではなく、急速に電圧を繰り返し反転させて（リフレッシュ動作Ｒ１－Ｒ７参照）、
緩やかな反転を提供する。具体的には、極性が完全に反転するまで、反転する度にローレ
ベルの時間間隔（Ｔ１－Ｔ３）を増加させてハイレベルの時間間隔（ｔ１－ｔ３）を減少
させる。ここで注意すべきは、図３の例において、最初の二回のリフレッシュ動作Ｒ１－
Ｒ２（及びその時間間隔Ｔ１）と、最後の二回のリフレッシュ動作Ｒ６－Ｒ７（及びその
時間間隔ｔ３）とは、極性反転に対して、影響がないか或いは僅かな影響をもたらすに過
ぎない（ちょうど図１Ｃに示す短い間隔での二回のリフレッシュ動作のように）。しかし
ながら、少なくとも中間の三回のリフレッシュ動作Ｒ３－Ｒ５（及びその時間間隔Ｔ２及
びｔ２）では、図１Ｃに示す一回のリフレッシュ動作に比べて、より緩やかな極性転換が
もたらされる。
【００２１】
　上述の実施例から分かるように、ＤＲＡＭ１の反転（リフレッシュ動作）の回数を奇数
回とすることで、完全な極性反転を達成することができる。本発明との関連において、完
全な極性反転の前におけるローレベルの時間間隔（又はハイレベルの時間間隔）は、偶数
回の反転（リフレッシュ動作）によって定められる。図３において、リフレッシュ動作Ｒ
１－Ｒ６に定められるように、長いローレベルの時間間隔を緩やかに達成するために、Ｄ
ＲＡＭ１のリフレッシュ動作Ｒ３－Ｒ４間の時間間隔Ｔ２は、リフレッシュ動作Ｒ１－Ｒ
２間の時間間隔Ｔ１よりも長く、且つ、リフレッシュ動作Ｒ５－Ｒ６間の時間間隔Ｔ３は
、リフレッシュ動作Ｒ３－Ｒ４間の時間間隔Ｔ２よりも長い。一方、リフレッシュ動作Ｒ
２－Ｒ７に定められるように、短いハイレベルの時間間隔を緩やかに達成するために、Ｄ
ＲＡＭ１１のリフレッシュ動作Ｒ４－Ｒ５間の時間間隔ｔ２は、リフレッシュ動作Ｒ２－
Ｒ３間の時間間隔ｔ１よりも短く、且つ、リフレッシュ動作Ｒ６－Ｒ７間の時間間隔ｔ３
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【００２２】
　時間間隔Ｔ１－Ｔ３の増加は、時間間隔ｔ１－ｔ３の減少に対応することが好ましいが
、しかし、これは本発明の実施における必要条件ではない。時間間隔ｔ１－ｔ３は、同一
に保持しても或いは増加させてもよい。ただし、その増加速度は、時間間隔Ｔ１－Ｔ３の
増加速度より遅くする 。
【００２３】
　時間間隔Ｔ１とｔ１の合計、時間間隔Ｔ２とｔ２の合計、及び時間間隔Ｔ３とｔ３の合
計は、同一又は異なる値に設定してよく、或いは所定の方法によって変更してもよい。例
を挙げれば、時間間隔Ｔ２とｔ２の合計は、時間間隔Ｔ１とｔ１の合計又は時間間隔Ｔ３
とｔ３の合計より長くても短くてもよく、時間間隔Ｔ１とｔ１の合計は、時間間隔Ｔ３と
ｔ３の合計と同じか又は異なってもよい。
【００２４】
　注意すべきは、液晶の粘性のため、もし所定の時間内のローレベルの時間間隔の累計が
十分に長くないならば、液晶の極性は完全には反転されなくなる。しかしながら、上述の
駆動方法はＤＲＡＭのリフレッシュ動作に対して依然として有効である。この状況におい
て、時間間隔Ｔ１が時間間隔Ｔ２と異なり、且つ時間間隔Ｔ２が時間間隔Ｔ３と異なって
いる限りにおいて、時間間隔Ｔ１－Ｔ３は増加させる必要がない。同じように、時間間隔
ｔ１が時間間隔ｔ２と異なり、且つ時間間隔ｔ２が時間間隔ｔ３と異なっている限りにお
いて、時間間隔ｔ１－ｔ３は減少させる必要がない。時間間隔Ｔ１－Ｔ３と時間間隔ｔ１
－ｔ３は、例えば電源の消耗を節約する、或いはその他の特定の目的を達成するために、
個別に調節することが可能である。
【００２５】
　以下、三つの実施例を提供し、一回のリフレッシュ動作ではなく複数回のリフレッシュ
動作によって、いかにして緩やかな極性反転を達成するかを説明する。各実施例において
、ＤＲＡＭ１は５５回のリフレッシュ動作を行うことで極性反転を完了させる。この５５
回のリフレッシュ動作において、２７個のローレベルの時間間隔と２７個のハイレベルの
時間間隔が存在するが、その数量は説明を行うための例示に過ぎない。図３に示すように
、第１及び最後の数回のリフレッシュ動作は、図１Ｃに示す短い時間間隔での二回のリフ
レッシュ動作のように、極性反転に対して、影響がないか或いは僅かな影響をもたらすに
過ぎない。
【００２６】
　この５５回のリフレッシュ動作において電圧レベルは２７個のパルスを有する矩形波で
ある。注意すべきは、本発明は、極性反転のためのリフレッシュ動作の回数を制限するも
のではなく、一回のリフレッシュ動作より多ければよい。実用上は、矩形波の電圧は５Ｖ
に設定してよく、且つ周波数は約６０Ｈｚであってよい。
【実施例１】
【００２７】
　第１実施例において、矩形波はパルス幅変調（ＰＷＭ）の方法によって変調を行ったも
のであり、下表１に示すように、デューティー比（ｄｕｔｙｒａｔｉｏ）は段階的に変更
するが、周波数は一定に保持される。図４Ａに、類似の実施例におけるパルス幅変調の方
法によって変調した矩形波を示す。この方法においては、搬送周波数が変化しないので、
従来の標準的なバーストＭＩＰ駆動に比べて、消費電力が増加することはない。しかしな
がら、人間の眼の感度は、こうした低周波数に対して尚も高いため、依然としてごくわず
かな可視的な光学過渡現象が見られる。
【００２８】
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【表１】

【実施例２】
【００２９】
　第２実施例において、矩形波はパルス周波数変調（ＰＦＭ）の方法によって変調を行っ
たものであり、下表２に示すように、周波数は段階的に変更するが、相補的な急激な変更
を一回行ったことを除き、デューティー比は一定に保持している。図４Ｂに、類似の実施
例におけるパルス周波数変調の方法によって変調した矩形波を示す。この方法においては



(10) JP 2011-85933 A 2011.4.28

10

20

30

40

50

、この駆動方法が周期的な高周波数を有するので、消費電力はわずかに増加する。また、
周波数が最大となる時にデューティーサイクルに急激な変化が生じるため、依然としてご
くわずかな可視的な光学過渡現象が見られる。
【００３０】
【表２】

【実施例３】
【００３１】
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　第３実施例において、矩形波はパルス幅変調（ＰＷＭ）とパルス周波数変調（ＰＦＭ）
を組み合わせた方法によって変調を行ったものであり、下表３に示すように、周波数とデ
ューティー比が同時に変更される。図４Ｃに、類似の実施例におけるパルス幅変調とパル
ス周波数変調を組み合わせた方法によって変調した矩形波を示す。この方法においては、
高周波数時の遅い過渡のフリッカに対して、人間の眼の光学変化の検知能力はやや低い。
この方法は、個別のカラーパターンによって緩慢な色の変化を表示するフィールドシーケ
ンシャル方式に類似しており、その関連説明として、Ｔ. ＪａｒｖｅｎｐａａがＳＩＤ 
０４ Ｄｉｇｅｓｔ， ７－２に発表した「フィールドシーケンシャルカラーディスプレイ
における静止画の色割れの測定（Ｍｅａｓｕｒｉｎｇｃｏｌｏｒ ｂｒｅａｋｕｐ ｏｆ 
ｓｔａｔｉｏｎａｒｙ ｉｍａｇｅｓ ｉｎ ｆｉｅｌｄ－ｓｅｑｕｅｎｔｉａｌｃｏｌｏ
ｒ ｄｉｓｐｌａｙｓ）」が挙げられ、この文献は本明細書に参考資料として組み込まれ
る。
【００３２】
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【表３】

【００３３】
　図５は、本発明の実施例に基づく電子装置２００を模式的に示す図である。電子装置２
００は、ドライバ回路２及び電源２０を含み、そのうち、電源２０は液晶表示装置１０に
接続されて電源を液晶表示装置１０に供給する。ドライバ回路２は、液晶表示装置１０の
一側又はフレキシブルプリント基板（ＦＰＣ）に取り付けられたソースドライバＩＣに内
蔵された半導体ロジック回路として実施されてよい 。この実施例において、液晶表示装
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【００３４】
　次に、図６に示す電子装置２００は、ラップトップコンピュータである。ただし、電子
装置２００は、携帯電話、デジタルカメラ、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ノートパソコン、
デスクトップパソコン、テレビ、車載用メディアプレーヤー、ポータブルビデオプレーヤ
ー、ＧＰＳ装置、アビオニクスディスプレイ、或いはデジタルフォトフレーム等のその他
の電子装置であってもよい。
【００３５】
　本発明は、各種のアクティブマトリックス表示装置に応用が可能であり、且つ上述した
ような画素回路は、ＡＭＬＣＤとＡＭＬＥＤｓを除くその他の静止画像を保存する必要の
ある表示装置、例えばエレクトロクロミックタイプ、電気泳動タイプ、エレクトロルミネ
ッセンスタイプの表示装置に用いることができる。アクティブマトリックスＬＥＤ表示装
置の例として、欧州特許ＥＰ－１１１６２０５を参考してよく、その全ての内容は背景技
術の参考資料として本明細書に組み込まれる。
【００３６】
　以上は本発明の好ましい実施例に過ぎず、本発明を制限するものではない。この技術分
野に精通する者は、上記を参考にして実施の形態に対して各種の変更を施すことが可能で
あり、本発明のその他の実施の形態を容易に想到することができる。従って、本発明の開
示内容の主旨を逸脱しない範囲においてなされたその他の等価の変更や修正は、いずれも
本発明の特許請求の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００３７】
１　　　　　ダイナミックランダムアクセスメモリ
２　　　　　ドライバ回路
１０　　　　液晶表示装置
２０　　　　電源
２００　　　電子装置
Ｃｏｍ　　　共通電極
ＤＳ　　　　ドライバ信号
ＧＬ　　　　ゲートライン
ＬＱ　　　　液晶セル
ＳＬ　　　　ソースライン
ＴＲ　　　　制御トランジスタ
Ｒ１－Ｒ７　リフレッシュ動作
ｔ１－ｔ３　ハイレベルの時間間隔
Ｔ１－Ｔ３　ローレベルの時間間隔
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摘要(译)

本发明提供了一种有源矩阵液晶显示装置。 根据本发明的有源矩阵液晶
显示装置包括排列成矩阵的多个像素元件。 每个像素元件包括液晶元件
和动态存储器。 动态存储器连续执行第一刷新操作，第二刷新操作，第
三刷新操作，第四刷新操作，第五刷新操作和第六刷新操作以反转动态
存储器的数字输出状态。 。 这里，第一刷新操作和第二刷新操作之间的
时间间隔与第三刷新操作和第四刷新操作之间的时间间隔以及第三刷新
操作和第四刷新操作之间的时间间隔不同。 与第五刷新操作和第六刷新
操作之间的时间间隔不同。 [选择图]图3
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